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研究成果の概要（和文）： 
 
本研究では、マーサ・ヌスバウムのケイパビリティ・アプローチの研究を通じて、自然法ない

し内的本質主義はグローバルな正義論の道徳的基礎となりうるのかという問いについて、考察

を深めることができた。リベラリズムはヒューマニズムを基礎に置くことでのみグローバルな

正義を語りうるということが、また、人間の尊厳の尊重や他者への思いやりを育むことがグロ

ーバルな正義の実現への鍵であることが、この研究を通じて得られた知見である。 
 
 
 
研究成果の概要（英文）： 
 
Martha Nussbaum, although claiming to be a neo-Aristotelian, argues that her capabilities 

approach can upgrade the liberal theory of justice to deal with the issue of global justice. 

This research shows that her Internal-essentialism can a plausible foundation of global 

justice and that compassion and the respect for human dignity are the key factors for 

realization of global justice.  
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１．研究開始当初の背景 
 
近年著しいグローバル化は、国と国の関係の

緊密化を意味する「国際化」や、先進国と途

上国の格差を問題化する「南北問題」という

枠組みでは、捉えきれない現象を生んでいる。

ローカルな背景をもつ諸個人が好むと好ま

ざるにかかわらず共有しはじめたグローバ

ルな地平を対象とする場合に、正義の諸原理

の道徳的基礎としてふさわしいのは何であ

るのかという議論が、功利主義、契約説、人

権論といったさまざまな立場から提出され

ていた。なかでも 1971 年に出版されたジョ

ン・ロールズの『正義論』（A Theory of 

Justice）の影響は大きかった。ロールズは

正義の原理が適用されるべき対象として政

治、法、市場、家族などの諸制度からなる「社

会の基本構造」という概念を導入した。社会

の諸制度は、人々の特性、欲望、計画、将来

の見通し、自己の理想像などに深く作用する。

人々の人生の見通しに影響を与える諸制度

が急速にグローバル化している時代には、ロ

ールズの批判的継承を通じて、グローバルな

諸制度に適用されるべきグローバルな正義

原理の模索が国内外でひろく行われてきて

いた。だが、契約論では、交渉力において互

角な主体が「相互有利性」のために合意を交

わすことが想定されているため、そうではな

い主体の希望や必要が、導出される原理にじ

ゅうぶんに反映されないという難点がある。

他方で、人々の福利に関して、実質的自由の

言語を用いるケイパビリティ・アプローチの

有効さが認められ始めていた。このアプロー

チの第一人者はアマルティア・センであるが、

センはこのアプローチの対象を主に個人間

比較としていた。そのなかで、新アリストテ

レス主義とリベラリズムの立場をとるマー

サ・ヌスバウムのケイパビリティ・アプロー

チがグローバルな正義の道徳的基礎として

着目されはじめていた。 

 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的はヌスバウムが示唆するよう

に自然法論が正義論の道徳的基礎として適

切だと言えるのかを明らかにすることであ

った。アリストテレス研究や古典哲学の研究

者として著名であったヌスバウムは、1990

年代より国際開発や女性の福利に関する研

究を通じて、センとともにケイパビリティ・

アプローチを展開しはじめていた。そして 

近 著 （ Frontiers of Justice: Disability, 
Nationality, Species Membership, 2006）に

おいて、各国での「基本的ケイパビリティ」



の保障において発生する財の不足を補うた

めに、国境を越える財の分配の必要性を説く

に至っている。ヌスバウムの内的本質主義に

対しては少なからぬ批判があるが、「人間の

中心的ケイパビリティ」の平等をグローバル

な地平で求めるヌスバウムの理論には可能

性がある。ヌスバウムは、アリストテレス的

／マルクス的な人間の必要の観念にもとづ

くもの、また、人間の歴史を内在的に解釈し

た結果であるものとして、「人間の中心的ケ

イパビリティ」を理念化しており、グローバ

ルな「重なりあう合意」の対象として正当化

をはかっている。その際ヌスバウムは、正義

論の道徳的基礎としてジョン・ロールズ流の

契約論を批判し、その上でトマス・スキャン

ロンが What We Owe to Each Other で提示

した種類の契約論と彼女のケイパビリテ

ィ・アプローチの収斂可能性を指摘し、この

新たな道徳的基礎のさらなる発展形態とし

てグロティウス流の自然法論に言及してい

た。本研究は契約論、ケイパビリティ・アプ

ローチ、自然法論の関連を明らかにしながら、

自然法論が正義論の道徳的基礎として適切

であるのかについて考察をおこなうことを

目的とするものであった。 
 
 
３．研究の方法 
 

本研究の方法は大別して３つであった。 

（１）ひとつには文献講読である。主にヌス

バウムの著作と関連文献を精読した。 

（２）もうひとつは資料収集である。初年度

にはアメリカ・ニューヨークのNew School for 

Social Researchで開催されたHuman 

Development and Capability Association （

HDCA）の大会に一般参加した。次年度にはオ

ーストラリア・メルボルンのDeakin 

Universityで開催されたInternational 

Global Ethics Association （IGEA）の大会

に一般参加した。またIrelandのUniversity 

College, of Corkで開催されたTerritory and 

Justice Networkの研究会に参加した。さらに

、オランダのユトレヒト大学とライデン大学

の図書館でグロティウスに関する資料収集を

おこなった。最終年度にはシンガポールに出

張し、自然法論のアジアにおける受容に関す

る資料を、シンガポール国立大学およびシン

ガポール国立図書館で収集した。 

 
 
４．研究成果 
 

本研究では、グローバルな正義論を真の意味

で「グローバル」にするため、非欧米社会、

なかでもアジアの視点を取り込むことに力

点を置くことができた。これは欧米産のグロ

ーバルな正義論にはあまりない視点であり、

グローバルな正義に関する議論がそれほど

盛んではない国内のみならず国外に向けて

のインパクトは大きいと思われる。キリスト

教を内面化しているリベラリズムがそのこ

とを自覚するためには、異なる文化の視点を

盛り込んでゆくことが不可欠である。国内外

の女性の福利をグローバルな正義の問題と

していかに位置づけてゆくかが今後の課題

である。 
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